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平成23年10月24日に提出いたしました第30期（自 平成22年８月１日 至 平成23年７月31日）有価証

券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を

提出するものであります。 

  

  

第一部 企業情報 

第４  提出会社の状況 

  

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部 企業情報 

第４  提出会社の状況 

（訂正前） 

・当社及びグループ各社は、取締役会を月１回開催し、更に必要に応じて臨時取締役会を開催する

ことで、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行う。 

・当社においては、執行役員制を採用し、執行役員は取締役会で決定した会社の方針及び代表取締

役の指示に基づき、責任をもって執行に当たる。 

・グループ内部統制機能を強化するため、当社の取締役又は執行役員は、各グループ会社及び事業

部門の代表取締役、取締役、執行役もしくは監査役を兼務する。 

  

（訂正後） 

・当社及びグループ各社は、取締役会を月１回開催し、更に必要に応じて臨時取締役会を開催する

ことで、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行う。 

・当社においては、執行役員制を採用し、執行役員は取締役会で決定した会社の方針及び代表取締

役の指示に基づき、責任をもって執行に当たる。 

・グループ内部統制機能を強化するため、当社の取締役又は執行役員は、各グループ会社の代表取

締役、取締役もしくは監査役を兼務する。 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

６ コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

②  内部統制システム整備の状況

ｄ  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

３ 【訂正箇所】

６ コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

②  内部統制システム整備の状況

ｄ  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制


